
令和８年度 甲賀埋立処分場水処理施設 

活性炭購入単価契約仕様書 

 

 

１ 本仕様書は、公益財団法人滋賀県環境事業公社（以下「公社」という。）が所管する産業廃棄物管

理型最終処分場である甲賀埋立処分場において、浸出水処理のために水処理施設で使用する活性炭

（新炭）（以下「活性炭」という。）について、必要な事項を定めるものである。 

 

２ 納入する活性炭は、別表１に定める規格によるものとし、納入時の品質が別表１に適合する製品

とする。なお、納入者は、活性炭の製造から納入までの各工程において品質管理が正しく行われ、

不純物等が混入することのないよう十分配慮しなければならない。 

 

３ 契約の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 活性炭の納入場所等は、次のとおりとする。 

(1) 納入場所 甲賀埋立処分場 水処理施設 （甲賀市甲賀町神字藤木５６９－２４） 

(2) 納入期日 発注後１週間以内、または公社職員が指定する期日 

 なお、納入日時をあらかじめ公社担当者に連絡すること 

(3) 納入時間 原則として公社休業日を除く９時から１２時および１３時から１６時まで 

 

５ 納入の数量は、別表２に定める購入予定数量とする。なお、処理水量、水質等の変化により購入

数量は変動するため、購入数量を保証するものではない。 

 

６ 活性炭の納入方法等は、次のとおりとする。 

(1) 納入した活性炭は、納入場所の活性炭塔にて入れ替えを行い、使用済みの活性炭および入れ替

え作業で発生した廃棄物は回収する。 

(2) 納入にあたっては、各納入場所の担当職員立会のうえ行うものとする。 

(3) 担当職員の指示がある場合は、活性炭の入れ替え作業に付随する以下の作業を行う。 

ｱ) ストレーナーの交換、清掃作業（交換用のストレーナーは公社で用意する） 

ｲ) パッキンの交換作業（交換用のパッキンは公社で用意する） 

 

７ 活性炭の納入に伴う提出書類は次のとおりとする。 

(1) 契約に伴う書類 

納入者は契約締結後速やかに、次の書類を公社に提出するものとする。また、その内容に変更

が生じた場合も同様とする。 

ｱ) 製品安全データシート 

ｲ) 品質規格書 



(2) 納入時等の書類 

納入者は納入の都度ならびに公社の担当職員の指示があった場合には、次の書類を公社に提出

するものとする。 

ｱ) 納品書 

ｲ) 品質検査結果書 

ｳ) 作業写真 

 

８ 納入者は、納入作業の過失、納入された容器の欠陥、その他納入業者の責に帰すべき事由により、

公社または第三者に損害を与えたときは、納入者が事故収拾にあたり、その損害を補償しなければ

ならない。 

 

９ 納入者は、活性炭の輸送等においては、労働安全衛生法、道路交通法その他関連法令を遵守し、

十分な保安措置を講じ、事故防止に万全を期さなければならない。 

 

10 納入者は、本仕様書に明記されていない事項についても、納入に関し当然必要な事項は、良識あ

る判断に基づいて納入しなければならない。 

また、この仕様書に疑義のある場合および定めのない事項については、その都度協議して定める。 

  



別表１ 活性炭（新炭）の品質 

品 質 項 目 規 格 値 

乾 燥 減 量 （％） ５.０ 以下 

充 填 密 度 （g/mL） ０.４０ ～ ０.５５ 

よう素吸着性能 （mg/g） ９５０ 以上 

メチレンブルー吸着性能 （mL/g） １５０ 以上 

pH  ５.０ ～ ８.６ 

硬 度 （％） ９０.０ 以上 

粒 度 8～32mesh （％） ９０.０ 以上 

強 熱 残 分 （％） １５.０ 以下 

 

 

別表２ 活性炭（新炭）の購入予定数量 

品 名 見積単位 荷  姿 購入予定数量 

活性炭 

（新炭） 
１ kg 指定しない 

600 kg/回 

12 回/年 

 


